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平成30年（行ウ）第66号 損害賠償等請求事件（住民訴訟）

原告 小林洋一、小林昌子

被告 和泉市長

原告 最終準備書面(2)

令和２年２月１１日

大阪地方裁判所第７民事部合議１係 御中

原告 小林洋一

原告 小林昌子

原告は以下のとおり、補助参加人準備書面（７）及び被告準備書面（６）に対し、原告

らの令和２年２月７日付け最終準備書面に追加して主張する。

１ 設計価格と予定価格について

補助参加人は、和泉市では予定価格の算定において遊具の価格を各メー

カーの販売価格（カタログ価格）よりも低い金額で算定しており、その結果

予定価格が不当に低く算定されていると主張する（補助参加人準備書面

（７） ９～１２頁）が失当である。

総務省自治行政局 長 発 総行行第８６ 号 国土入企第１ 号

平成２７年４月２８日 予定価格の適正な設定について（甲２３）

公共工事の入札及び契約の適正化を図るための措置に関する指針（平

成２６年９月３０日閣議決定により変更）において、予定価格の設定に当

たっては、適切に作成された仕様書及び設計書に基づき、経済社会情

勢の変化を勘案し、市場における労務及び資材等の最新の実勢価格を

適切に反映させつつ、実際の施工に要する通常妥当な経費について適
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正な積算を行うこととされており、

和泉市の実勢価格に基づく予定価格の設定は妥当である。大阪市が販売

価格(カタログ価格）に基づき予定価格を設定しているとの補助参加人の主

張については、その事実を原告らは知らないし、仮にそうであったとしても

和泉市の予定価格の算定に何ら影響するものではない。

又被告が提出した乙３０号証で被告が何を主張する意図があるのかは不明

であるが、証拠説明書（１０）で予定価格と設計金額が同一である事実と説

明している。これが予定価格を販売価格（カタログ価格）より低い価格で設

定することが不当であるとの前記補助参加人の主張を補強するものである

とすると失当である。

前記の「予定価格の適正な設定について」において

「公共工事の入札及び契約の適正化の推進について」（平成２６年１０月

２２日付け総行行第２３１号・国土入企第１４号）により、適正な積算に基

づく設計書金額の一部を控除するいわゆる歩切りについては厳に行わな

いこと

とされており、乙３０号証の予定価格と設計金額が同一であるとの定めは歩

切を行わないことを確認的に定めたものに過ぎない。

以上


